
議案第２７号 

 

   指定管理者の指定について 

 

 次のとおり指定管理者を指定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７

号）第２４４条の２第６項の規定により議会の議決を求める。 

 

１ 公の施設の名称 

佐倉市南部地域福祉センター 

２ 指定管理者となる団体 

 千葉県佐倉市山王二丁目３７番９号ラポールコミュニティ愛光内 

 社会福祉法人愛光 理事長 西 原 弘 明 

３ 指定の期間 

 令和８年４月１日から令和１０年３月３１日まで 

 

  令和７年１１月２５日提出 

 

       佐倉市長  西 田 三十五   

 


